
［標準様式例7-2］

変 更 契 約 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

業 務 の 名 称

業 務 場 所

業 種 区 分

履 行 期 間 （ 自 ）

履 行 期 間 （ 至 ）

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 金 額 ＋ １,８７０,０００円（税込み）

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

２４,０３５,０００円（税込み）

　当初数量で予定していなかった埼玉県行田市下忍地先の
測量作業及び本庄道路１期区間の事業認定申請書類作成作
業について、新たな業務を行うことで入札手続き期間が生
じるため、現在履行中の本業務に追加指示を行ったもので
ある。
　上記対応のため、履行期間を令和６年１２月２７日から
令和７年３月３１日まで９５日間延長する

補償関係コンサルタント業務

業 務 概 要

（ 変 更 し た 内 容 に
つ い て 記 述 す る ）

・関係機関に引き継ぎを予定している埼玉県行田市下忍地
先の土地について過去の資料、現地を確認したところ、資
料が昭和４０年代と古く現地の杭も亡失していることが判
明した。
　上記については、関係機関との協議が整った後、測量成
果一式を引き継ぐため、来年度早々に手続きを進める必要
があり、今年度内に測量作業を完了させる必要があること
から、数量の増が生じた。

・今年度内申請を目指している本庄道路１期区間の事業認
定申請について過年度に作成した申請資料の統計データ等
の内容を最新知見へ更新する必要があったことから、数量
の増が生じた。

令和６年５月１７日

令和７年３月３１日

２２,１６５,０００円（税込み）

埼玉県さいたま市西区宮前町地先から同県同市大宮区三橋
二丁目地先、埼玉県鴻巣市原馬室地先から同県北本市高尾
七丁目地先、埼玉県本庄市沼和田地先から群馬県高崎市新
町地先、埼玉県行田市下忍地先

（第１回）契約変更の内容

令和６年１２月１９日

（株）四門

東京都千代田区神田三崎町二丁目４番１号

Ｒ６大宮国道管内用地調査等業務



［標準様式例7-2］

変 更 契 約 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

業 務 の 名 称

業 務 場 所

業 種 区 分

履 行 期 間 （ 自 ）

履 行 期 間 （ 至 ）

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 金 額 ＋ ２,７５０,０００円（税込み）

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

埼玉県さいたま市西区宮前町地先から同県同市大宮区三橋
二丁目地先、埼玉県鴻巣市原馬室地先から同県北本市高尾
七丁目地先、埼玉県本庄市沼和田地先から群馬県高崎市新
町地先、埼玉県行田市下忍地先

（第４回）契約変更の内容

令和７年９月２６日

（株）四門

東京都千代田区神田三崎町二丁目４番１号

Ｒ６大宮国道管内用地調査等業務

２６,７８５,０００円（税込み）

業務実施の結果、数量の増減等が生じたため、数量の変更
を行った。

補償関係コンサルタント業務

業 務 概 要

（ 変 更 し た 内 容 に
つ い て 記 述 す る ）

用地測量業務において数量の増減が生じた。
用地調査等業務において数量の増減が生じた。

令和６年５月１７日

令和７年９月３０日

２４,０３５,０００円（税込み）


